
               令和 6 年 4 月 1 日改正 

那覇市「食」の自立支援サービス安否確認マニュアル 

                               那覇市 ちゃーがんじゅう課 

 那覇市高齢者給食サービス（食の自立支援サービス）の趣旨は、「一人暮らしの高齢者・高齢夫婦

の食生活の改善と健康増進及び安否確認を行う」となっています。お弁当配達時のお客様の安否確

認は配達員が行うことになっています。配達の時は、お客様と顔を会わせ弁当を届けてください。 

 弁当配達時にお客様が外出する予定がある場合は、前もって配達事業所へ連絡させるようにして

ください。 

 

（１）通常の安否確認 

 

 

 

 

 

 

 

＊配達時の面談を拒否される利用者へも必ず声かけするようにしてください。 

 

（２）利用者が不在の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配達員 弁当配達 利用者 

 

お弁当を、配達する際は、利用者と顔を

会わせてお弁当を届ける。 

カレンダーにサインか押印し

て貰う。 

 

利用者不在 

事前連絡なし 

家の内外を見

回り利用者の

姿を探す。 
姿を見かけた 

お弁当を直接手渡すと共に、外出の際は、事

前に連絡するように指導する。 

姿が見えない 

配達の最後に

再度訪問する。 姿を見かけた 

姿が見えない 

 
責任者：電話等で利用者と連絡が取れるまで

安否確認を行う。 
各社の責任者へ連絡し、弁当は持

ち帰る（不在票を投函等する）。 
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（３）利用者の様態が緊急を要する状況（意識不明等）の時や死亡の場合、体調不良の場合 

 

 

                    ※受診を促がす。病状によっては救急車の要請を検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 本人・緊急連絡先・保証人へ連絡     連絡完了 

 

                  状況によりちゃーがんじゅう課訪問調査 

（関係機関へ協力依頼） 

 

 

 

土曜・祝日・ゴールデンウィーク・年末年始時における安否確認困難な場合 

 

 

 

 

各配食業者の責任者へ連絡する。 

 

責任者は、利用者の状況等を判断し、必要に応じて

次の順位で連絡する。 

緊急連絡先・保証人へ連絡     連絡完了                

 不在等により連絡が取れない                   

ちゃーがんじゅう課担当へ報告 

 

 

 

 

配達員 利用者（体調不良の様子） 

 

那覇市役所代表番号（８６７－０１１１）へ連絡 

※守衛対応 

責任者は、次の順位で安否確認を行う。 

 緊急連絡先や保証人へ連絡         連絡完了 

             

 不在等により連絡が取れない  

 

 

 

 ※玄関の鍵はかかっているか、室内の電気は消えているか、出かけている様子があるか、 

普段はどのように弁当受け取られているか、家族との連絡状況等、教えてください。 

ちゃーがんじゅう課担当へ報告・対応引継ぎ 

緊急を要する状態の利用

者発見 

１１９番・１１０番通報 

各事業所の責任者へ連絡 

利用者の家に近い保証人（親

族）に連絡 

ちゃーがんじゅう課担当へ報告 

※生活保護受給者の場合は、ケース

ワーカーへも連絡。 

 


